
平成 22 年度総務省の政策の評価について 

 

平 成 2 3 年 1 1 月 1 8 日 

総務省大臣官房政策評価広報課 

 

 

１ 主要な政策に係る評価 

・ 総務省の全政策を６分野 20 政策に整理して評価 

   当該年度開始前に目標設定表を、次年度の概算要求前に評価書をそれぞれ公表 

 ・ 平成 22 年度評価から評価様式に大幅な簡素化を実施 

行政評価局の方向性を踏まえつつ、一部独自の「カスタマイズ」を行った 

 

２ 行政評価局指定様式からの「カスタマイズ」 

 ① 毎年度評価を実施 

   政策評価結果を政策の企画立案等に適切に反映させるためには、政策の実施状

況を毎年度分析・検証を行うことが最も適切 

 ② 目標設定表と評価書の様式の基本的部分を共通化 

   設定した目標と実績の一覧性を確保 

 ③ 政策の『ミッション』を明確化 

・ 政策全体の「基本目標」をブレイクダウンした「施策目標」を設定 

・ 「指標の設定についての考え方」欄を設け、施策目標の実現度合いを測る上

でどのような指標が適切であるか、その考え方を記載 

 ④ 更なる簡素化 

  ・ 予算額欄を必要最低限にとどめる 

  ・ 指標の状況は 21 年度（目標設定時）及び 22 年度（評価時）のみを記載 

  ・ 達成手段については評価時に記載することとし、その説明も簡略化 

 ⑤ 「実施状況及び施策目標の達成状況」欄を設定 

  指標のみでは測りきれない施策の達成状況を記載 

 

３ 今後の課題 

 ・ 評価書記載内容の簡素化については一定の評価 

   その反面、評価書の活用がしにくいものになったとの指摘もあり 

 ・ 指標の達成状況による評価になじまない施策への対応 

 ・ 行政事業レビューとの関係の整理  
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平成２３年度 主要な政策に係る評価書 

 

分野 △△行政 政策の予算額・執行額（百万円） 
評価実施 

（予定）時期 
平成 23 年９月 

政策名 政策○：□□な△△の向上  22 年度 23 年度 
 

担当部局 ○○局○○課 

△△局△△課 
基本目標 ○○の整備により……できるような△△を実現する 予算額 *,***百万円 *,***百万円 

政策の概要 ○○の効率化を図るとともに、○○の適正かつ円滑な運用を図る。 執行額 *,***百万円  
作成 

責任者名 
○○局○○課長 ○○○○ 

 

施策目標 施策目標の 

達成度を測る指標 

 指標の設定に 

ついての考え方 

（施策目標との因果関係） 

指標の状況 

実施状況及び施策目標の達成状況 目標(値) 

【目標年度】 
21 年度実績 22 年度実績 

 

○○の効率化を推

進する 

1 

 

○○調査における△△率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70％ 

【22 年度】 

 

 

○○に応じ、△△を図ることは○

○の効率化の推進につながること

から、指標として設定。 

 

 

68％ 

 

72％ 

 

平成 22 年６月に××を開催するなど、○○の精度を高めた

結果、△△率は 72％ととなり、目標を達成した。 

そのほか、○○のため、□□などの取組を実施し、参加者

からは○○との評価をいただいた。 

 

ＸＸ制度の適正か

つ円滑な運用によ

り、○○を確保し

△△の向上させる 

2 

□□適合基準率 

 

35％ 

【22 年度】 

55％ 

【25 年度】 

 

××手続について、□□の状況及

び△△件数を把握し、適正な運用

を促すことは、○○の確保及び△

△の向上につながることから、指

標として設定。 

35％ 34％ 平成 22 年度の□□適合基準率については、21 年度に比べて

減少し 34％となったが、過去２番目に高い割合となっている。

原因しては、○○が影響したと考えられる。 

また、△△件数については、目標として掲げる水準に達し

ており、△△が図られたと言える。 

今後、××を喚起するため、情報発信するとともに、○○

の調査公表等を行うことを通じて、××の円滑な推進につと

めることとする。 
3 

△△の件数 12,000 件 

【22 年度】 

11，231 件 12,545 件 

□□を提示するこ

とにより△△の改

善を推進する 
4 

○○改善計画の推進 

 

ガイドラインの策定 

【22 年度】 

我が国の○○の普及に向けた取組

については、○○業を中心に、ニ

ーズに対応できるシステムを開発

し、働きかけを実施してきたとこ

ろ。 

 

─ 平成 22 年８月の○○会議において、との意見が付されたことを受け、について検討を行

い、11 月の第△回○○審議会において、××の強化、□□の推進などを内容とする○○ガイ

ドラインが策定された。 

  

①毎年度評価を実施 

④更なる簡素化 
２年分の予算総額・執行額を記載 

②目標設定表と評価書の様式の共通化 
二重線部分内は目標設定時に記載 

③政策の『ミッション』を明確化 
・「施策目標」の設定 
・「指標の設定についての考え方」欄の設定 

⑤「実施状況及び施策目標の達成状況」を設定 
指標のみでは測りきれない施策の達成状況

を記載 

④更なる簡素化 
指標の状況は目標設定時と評価時のみ

を記載 

別 紙 



                                                                                  

 

 

達成手段 
22 年度 

予算額 

23 年度 

予算額 

関連する 

指標 
達成手段の概要及び施策目標との関連性 

1 ○○推進事業 *,***百万円 *,***百万円 １ 
○○調査について、毎年度確実に実施し、その調査結果を遅滞なく公表するとともに、オンライン調査の導入や結果公表の

早期化など、各方面からのニーズを踏まえた調査の見直しなどの措置を講じていくことで○○の効率化に寄与する。 

2 △△整備事業 *,***百万円 *,***百万円 ２～３ 限られた予算の中で効率的かつ効果的に△△を行い、××ニーズに対応する。 

3 □□実施事業 *,***百万円 *,***百万円 ４ □□等により××の減量・効率化を図ることで△△の減量・効率化の推進につながる。 

4 
○○の推進 

*,***百万円 *,***百万円 １～４ 
○○の状況を的確に把握し、その結果等を踏まえ、会議や研修を通じた制度の趣旨の徹底を行い、××制度を適正かつ円滑

に運用することは××も向上につながる。 

政策全体の 

総括的な評価 
 

関係する施政方針演

説等内閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋） 

   

   

   

学識経験を有する者

の知見の活用 
 

政策評価を行う過程

において使用した 

資料その他の情報 

 

④更なる簡素化 
・達成手段は評価書作成時に記載 
・施策目標との関連性を概要に記載 



   

平成２３年度主要な政策に係る評価書 

 

分野 行政改革・行政運営 政策の予算額・執行額（百万円） 
評価実施 

（予定）時期 
平成 23 年９月 

政策名 政策１：国家公務員の人事管理の推進  22 年度 23 年度 

担当部局 人事・恩給局総務課他３課室 

基本目標 
的確な人事管理を推進し、公務員が能力を発揮できる環境を整備すると共に、国家公務員制度改革

を推進することにより、国民の信頼を確保しつつ、質の高い行政サービスを実現する。 
予算額 163 百万円 138 百万円 

政策の概要 

能力及び実績主義に基づく人事管理の徹底、多様な人材の確保と活用、国家公務員給与等の改定及

び退職手当制度の適正な運用、職員の再就職に関する情報公開等適正な退職管理の推進及び職員の

高齢化への対応等の取組を通じて的確な人事管理を推進する。また、公務員が能力を発揮できる環

境を整備するため、職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、職員の能力開

発・啓発の推進等の取組を行う。 

執行額 92 百万円  作成責任者名 
人事・恩給局総務課長 

 堀江 宏之 

施策目標 
施策目標の 

達成度を測る指標 

 指標の設定に 

ついての考え方 

（施策目標との因果関係） 

指標の状況 

実施状況及び施策目標の達成状況 目標(値) 

【目標年度】 
21 年度現在 22 年度実績 

能力及び実績に基

づく人事管理を徹

底する 

１ 

人事評価の一層の周知・徹底のた

め、次のいずれかの方法を行わせ

る。 

・説明会又は評価者講座の参加 

・説明会ＤＶＤの視聴 

・評価者講座自己学習ソフトによ

る学習 

・人事評価マニュアル等（目標・

行動事例集を含む） 

による内容把握 

全職員の 80％以上 

【22 年度】 

 

説明会への参加や人事評価マニュ

アル等の活用により、さらなる人

事評価の周知・徹底が図られ、人

事評価の適正かつ公正な実施に寄

与すると考えられるため、指標と

して設定。 

―（22 年度から把握） 全職員の 87％（アンケート

回答数：17,596 人） 

平成 23 年２月に人事評価のアンケート調査を実施した。評価

者講座については、説明会や評価者講座などの不参加者のう

ち 82.3％が受講を希望しており、評価の目線合わせの重要性

からも引き続き充実が必要である。また、人事評価を行うに

当たって参考にした資料を聞いたところ、人事評価マニュア

ル、業績評価目標事例集等が利用されており、人事評価制度

の定着及び円滑な運用のため、有効に活用されているものと

認められる。 

２ 

評価者講座の参加者に対し、コス

トを意識した上での有効性等に

ついてアンケート調査を行い、有

効であるとする回答が参加者全

員の過半数となることを目標と

する。 

参加者の 50％超 

【22 年度】 

 

評価者講座に参加したコスト(旅

費、日当)に対して、当該講座が有

効であったかどうか(費用対効果

が高かったかどうか)が、施策の達

成度の指標となることから指標と

して設定。 

―（22 年度から把握） 参加者の 96％（実施回数：

全国 15 箇所で全 43 回実施、

参加者数：1,035 人、アンケ

ート回答数：1,024 人） 

評価者講座終了後にアンケート調査を実施した。コストを意

識した上での有効性等について聞いたところ、「おおいに有

益であった」又は「有益であった」という回答が９割以上と

なり、当該講座のコスト面の有効性が認められる。 

３ 

能力・実績に基づく人事管理の徹

底を図るための基本的な方針で

ある採用昇任等基本方針に基づ

く任用の状況 

フォローアップの着

実な実施 

【22 年度】 

採用昇任等基本方針に基づく任用

の状況について年度ごとにフォロ

ーアップを実施・公表することに

より、採用年次及び採用試験の種

類にとらわれない、能力・実績主

義の人事管理の徹底につながるた

め指標として設定。 

―（22 年度からフォローア

ップを実施） 

「採用昇任等基本方針に基

づく任用の状況（平成 21 年

度）」（平成 22 年 12 月 10 日

公表） 

平成 22 年 12 月 10 日に平成 21 年度の任用状況に係るフォロ

ーアップの結果を公表した。この中で、本府省等課長以上の

官職に初めて任用された職員のうち、Ⅰ種職員以外の職員が

54 人いるなどを確認した。今回は、第一回目のフォローアッ

プであり、今後、毎年フォローアップを行うことにより、経

年的な推移を把握し、能力・実績に基づく人事管理の推進を

図ることとする。 

多様な人材を確保

し活用する 

４ 

官民人事交流法に基づく人事交

流の人数 

派遣 90 人以上、 

採用 90 人以上 

【22 年度】 

各種人事交流を推進し、その状況

についてフォローアップすること

により、相互理解、人材の育成、

多様で有為な人材の確保等につな

がるため指標として設定。 

派遣 30 人、採用 90 人（内

定数） 

派遣 53 人、採用 80 人 従来の民間企業向けの説明会の開催等に加え、新たに各府省

等と民間企業とが意見交換を行う場を設ける等、官民相互の

理解と協力を得るよう努めたが、平成 22 年度の交流派遣実績

は 53 人、交流採用実績は 80 人となり、目標に対する達成率

は、交流派遣で 59％、交流採用で 89％となった。官民人事交

流は双方の合意があって初めて実現できるものであり、目標

は達成できなかったものの、直近３カ年の平均交流派遣実

績・交流採用実績に対して比すれば交流派遣は＋42％、交流

採用は＋３％と堅調に推移していると認められる。 

参考資料 １ 



   

今後は、経済団体等の協力を得つつ、民間企業に対し、人事

交流のメリットをアピールすること等に努め、官民人事交流

の推進に取り組んでいくこととする。 

５ 

国家公務員Ⅰ種事務系区分（行

政、法律、経済）採用者に占める

女性の割合 

30％ 

【22 年度】 

国家公務員採用試験からの採用者

に占める女性の割合が増加するこ

とにより、各府省等において多様

な人材の確保及び活用が図られる

ため指標として設定。 

30.6％ 25.7％ 女性の積極的な採用について、各府省等の人事担当課長から

なる人事管理官会議幹事会において要請を行ったほか、採用

者に占める女性の割合が低い府省等に対して、個別に要請を

行った。 

また、各府省等の女性国家公務員の採用状況等について調

査・公表を行った。 

平成 22 年度の国家公務員Ⅰ種事務系区分（行政、法律、経済）

採用者に占める女性の割合については、21 年度に比べて減少

し 25.7％となったが、過去２番目に高い割合となっている。

また、Ⅰ種事務系区分以外の試験区分における女性国家公務

員の採用の割合については、国家公務員採用Ⅰ種試験等につ

いて、21 年度に比べて減少し 21.2％となったものの、国家公

務員採用Ⅱ種試験等については、目標として掲げる水準に達

しており、各府省等において多様な人材の確保及び活用が図

られた。 

22 年度実績は、各府省等が人物本位で採用活動を行った結果

ではあるが、今後、意欲と能力を持った女性の国家公務員へ

の志望を喚起するため、女性国家公務員のロールモデルを作

成し情報発信するとともに、各府省等における女性の採用状

況等の調査公表等を行うことを通じて、女性の採用の拡大を

推進することとする。 

６ 

Ⅰ種事務系区分以外の試験区分

における女性国家公務員の採用

の割合の拡大状況 

（国家公務員採用Ⅰ

種試験等） 

概ね 30％程度 

【22 年度】 

25.8％ 

 

21.2％ 

７ 

（国家公務員採用Ⅱ

種試験等） 

概ね 30％程度 

【22 年度】 

26.5％ 29.1％ 

８ 

知的障害者等が一般雇用に向け

て経験を積むための「チャレンジ

雇用」の推進状況 

 

21 年度の実績が１

名の府省等は２名以

上、複数名の府省等

は前年度より増 

（各府省等の合計で

220 名以上） 

【平成 22 年度】 

チャレンジ雇用が推進されること

により、各府省等において社会的

要請も含めた多様な人材の確保及

び活用が図られるため指標として

設定。 

198 名 225 名 本府省等及び地方機関において、障害のある人を一定期間職

場に受け入れ、人事管理上の課題の抽出等を行う職場体験実

習を実施するとともに、障害者雇用推進に関する研究会等を

開催した。 

これらの取組等により、チャレンジ雇用の受入れ数が着実に

増加しており、各府省において社会的要請も含めた多様な人

材の確保及び活用が図られていると認められる。 

９ 

配置転換者の定着化に向けた各

種フォローアップ等の実施状況 

 

平成 19 年度から 22

年度までの間に配置

転換した者の離職者

数が 20 人程度とな

ることを目途 

【22 年度】 

総人件費改革を踏まえた国家公務

員の配置転換を円滑かつ確実に推

進することで、各府省等において

多様な人材の確保及び活用が図ら

れるため指標として設定。 

 

 

－（22 年度から把握） 17 人 

 

21 年度に引き続き、配置転換者の円滑な定着化を図るため、

配置転換者向け電話・メールカウンセリング及び受入機関向

け研修等各種のフォローアップ施策を実施した。22 年度の離

職者数は、17 人と目標として設定した許容範囲内に収まった

人数となっており、配置転換者の定着化に貢献しているもの

と認められる。 

10 

配置転換者受入機関向け研修の

参加者に対し、コストを意識した

上での有効性等についてアンケ

ート調査を行い、有効であるとす

る回答が参加者全員の過半数と

なることを目標とする。 

参加者の 50％超 

【22 年度】 

 

－（22 年度から把握） 81％（実施回数：全国９箇所

で各１回実施、参加者数：105

人、アンケート回答数：104

人） 

受入機関の人事担当者に対する研修を全国９会場で各１回実

施。研修参加者 105 人に対してアンケートを行った（回答数

は 104 人）結果、85 人から有効であるとする回答を得ており、

配置転換者の円滑な定着を図るための施策として有効性が認

められる。 

国家公務員給与等

の改定及び退職手

当制度の適正な運

用を行う 

11 

一般職給与法及び特別職給与法

の改正の状況（法案提出、法案成

立時期等） 

人事院勧告に対する

政府の取扱方針に基

づいた法案を 22 年

臨時国会に提出 

【22 年度】 

一般職給与法及び特別職給与法で

その給与が規定されている国家公

務員については、給与の改定に当

たって、これらの法律の改正等を

行う必要があるため指標として設

定。 

８月 11 日 人事院勧告、第

１回給与関係閣僚会議開催

８月25日 第２回給与関係

閣僚会議開催及び給与改定

取扱方針閣議決定 

10 月 27 日 給与法改正法

案閣議決定 

11 月 30 日 給与法改正法

案成立 

８月 10 日 人事院勧告、第

１回給与関係閣僚会議開催 

11 月１日 第２回給与関係

閣僚会議開催、給与改定取扱

方針閣議決定及び給与法改

正法案閣議決定 

 

11月26日 給与法改正法案

成立 

政府は、８月 10 日に行われた人事院勧告を受け、給与関係閣

僚会議の第１回目を同日に、第２回目を 11 月１日に開催し、

国政全般の観点から議論を行った上で給与改定取扱方針案を

策定し、同日の閣議において同方針案及び給与法改正法案を

閣議決定した。同方針において一般職の職員の給与について

は、人事院勧告どおり給与改定を行い、特別職の職員の給与

については、一般職の給与に準じて取り扱うこととした。そ

の後の国会審議を経て同法案は11月26日に成立した。（なお、

11 月 1 日の閣議決定では、自律的労使関係制度を措置するま



   

  での間においても人件費を削減するための措置を検討し、必

要な法律案を23年通常国会に提出することとしたところであ

り、これを踏まえ、23 年６月に、現行の人事院勧告制度の下

では極めて異例の措置ではあるが、職員団体と真摯に話合い

を行った上で、国家公務員給与の臨時特例的な引下げを図る

法案を国会に提出したところである。） 

12 

国家公務員の退職手当の支給状

況や民間企業の退職金の状況等

を参考とした退職手当制度の見

直しに係る検討の着実な実施 

着実な実施 

【平成 22 年度】 

国家公務員の退職手当制度の見直

しを検討するに当たって、国家公

務員の退職手当の支給状況や民間

企業の退職金の状況を参考とする

必要があるため指標として設定。

「退職手当の支給状況（平

成 20 年度退職者）」、「平成

21 年度民間企業における退

職給付制度の実態に関する

調査」を実施 

「退職手当の支給状況（平成

21 年度退職者）」、「平成 22

年度民間企業における退職

給付制度の実態に関する調

査」を実施 

国家公務員の退職手当の支給状況や民間企業の退職金制度の

調査結果を踏まえつつ、今後の退職手当制度について、給付

水準の見直しや「退職管理基本方針（平成 22 年６月 22 日閣

議決定）」に基づく希望退職制度の導入等に係る検討を行って

いる。 

職員の再就職に関

する情報公開等適

正な退職管理を推

進するとともに、

職員の高齢化に対

応する（定年まで

勤務できる環境の

整備、定年延長等

による雇用と年金

の接続、職員の意

識改革の推進） 

13 

国家公務員法に基づく再就職情

報の閣議報告及び公表の着実な

実施 

閣議報告及び公表の

着実な実施 

【22 年度】 

適正な退職管理を推進する上で職

員の再就職に関する情報公開が重

要であるところ、国家公務員法に

おいて、再就職情報の内閣一元管

理・公表の実施が規定されている

ことから、指標として設定。 

また、同様に、特殊法人等整理合

理化計画(平成 13 年 12 月 19 日閣

議決定)、公務員制度改革大綱(平

成 13 年 12 月 25 日閣議決定)等に

おいて、独立行政法人等の役員に

就いている退職公務員等の状況の

公表の実施が定められていること

から、指標として設定。 

・平成 21 年８月４日（平成

20 年 12 月 31 日～平成 21

年６月30日分）に閣議報告。

・平成 21 年 12 月 22 日（同

年７月１日～９月30日分）、

平成 22 年２月 26 日（平成

21年 10月１日～12月 31日

分）にそれぞれ閣議報告し、

公表。 

・平成 20 年度分（平成 20

年 12月 31日～平成21年３

月 31 日）を平成 21 年８月

４日に公表。 

・平成 22 年６月 22 日（同年

１月１日～３月 31 日分）、同

年９月３日（同年４月１日～

６月 30 日分）、同年 12 月 24

日（同年７月１日～９月 30

日分）、平成 23 年３月 29 日

（平成 22 年 10 月１日～12

月 31 日分）にそれぞれ閣議

報告し、公表。 

・平成 21 年度分を平成 22

年９月３日に公表。 

国家公務員法に基づく再就職情報の閣議報告及び公表並びに

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公

表を着実に実施し、これにより、職員の再就職に関する情報

公開等適正な退職管理を着実に推進したものと認められる。

14 

独立行政法人等の役員に就いて

いる退職公務員等の状況の公表

の着実な実施 

公表の着実な実施 

【22 年度】 

 

平成 22 年６月 22 日に、平

成21年度における独立行政

法人等の役員に就いている

退職公務員等の状況を公

表。 

平成 22 年 12 月 24 日に、平

成 22 年度における独立行政

法人等の役員に就いている

退職公務員等の状況を公表。 

15 

専門スタッフ職や再任用職員数

の着実な増加等制度の活用状況

（再任用職員数） 

2,983 人以上 

【22 年度】 

職員の高齢化に対応する上で、定

年まで勤務できる環境の整備や、

雇用と年金の接続の重要性に留意

することが重要であるところ、退

職管理基本方針において、雇用と

年金の接続の重要性に鑑み再任用

制度の活用が掲げられていること

から、指標として設定。 

また、職員が自ら退職後の新しい

生活に備え生活設計を行っていく

ことが重要であるところ、その支

援を行い、高齢期の職員の意識改

革の推進を図る方策として退職準

備プログラムの実施が挙げられ

る。これを推進していくため、退

職準備プログラム等担当者等講習

会における、コストを意識した上

での有効性等に関するアンケート

調査結果等を指標として設定。 

2,983 人 

※21 年度調査における予定

数 

3,835 人 

※22 年度調査における予定

数 

再任用職員数は、目標値を大きく上回り、着実な増加が見ら

れた。前年度定年退職者数に対する新規再任用者数の割合（一

般職）も、21 年度の 27.7%から、22 年度は 36.8%に上昇して

おり、制度の活用が進んでいると認められる。また、専門ス

タッフ職についても、21 年度に 75 ポスト、22 年度に 76 ポス

トが設置され、着実な増加が確認でき、これらの結果により、

雇用と年金の接続に向けた取組や、定年まで勤務できる環境

の整備が進展したと認められる。 

16 

人事・恩給局による退職準備プロ

グラム等担当者等講習会の参加

者に対し、コストを意識した上で

の有効性等についてアンケート

調査を行い、有効であるとする回

答の割合 

参加者の 50％超 

【22 年度】 

 

―（22 年度から把握） 参加者の 85％（実施回数：

全国 11 箇所で各１回実施、

参加者数：800 人、アンケー

ト回答数：694 人） 

総務省において、全国各地域で開催（22 年度 参加者 800 人）

した退職準備プログラム等担当者等講習会では、参加者（各

府省等の担当者及び職員）から、目標値を上回る 85%の参加者

から有効であるとの評価を得た。 

各府省等における退職準備プログラム講習会の実施府省等数

及び参加職員数については、目標値には届かなかったものの、

昨年度と同水準以上の実績を上げた。これは、各府省等にお

いて独自に講習会を実施するには、実施地域・回数に限度が

あるためと思慮され、職員の意識改革を推進すべく、総務省

として、各府省等における退職準備プログラムの実施を一層

支援していく必要がある。また、総務省による担当者等講習

会を全国各地域で開催したことにより、その参加者が、21 年

度 327 人から 22 年度 800 人に増加しており、このような取組

により各府省等の取組が補完されていると認められる。 

17 

退職準備プログラム講習会の実

施府省等数 

12 府省等以上 

【22 年度】 

 

11 府省等 

 

 

 

 

 

11 府省等 

 

 

 

 

 

18 
各府省等における退職準備プロ

グラム講習会への参加職員数 

960 人以上 

【22 年度】 

804 人（開催回数：57 回）

 

807 人（開催回数：36 回） 

 



   

なお、各府省等が自ら講習会を実施する以外に他の機関で行

われている講習会等を職員にあっせんしたり、もしくは相談

員を設置するなどの取組を含めた各府省等の退職準備プログ

ラムの実施状況を見ると、実施府省等数は、21 年度の 25 府省

等に対して 22 年度は 26 府省等であり、各府省等の取組の着

実な増加が確認できた。 

これらの結果により、職員の意識改革が着実に推進されてい

ると認められる。 

職員の服務規律を

確保するとともに

正常な労務管理を

維持する 19 

国家公務員の倫理の保持に関す

る状況及び倫理の保持に関して

講じた施策に関する報告の着実

な実施 

着実な実施 

【22 年度】 

職員の服務規律の確保の推進につ

いては、毎年度「国家公務員の倫

理の保持に関する状況及び倫理の

保持に関して講じた施策に関する

報告」を国会に報告しているとこ

ろであることから、指標として設

定。 

「国家公務員の倫理の保持

に関する状況及び倫理の保

持に関して講じた施策に関

する報告」（平成 21 年８月

25 日） 

「国家公務員の倫理の保持

に関する状況及び倫理の保

持に関して講じた施策に関

する報告」（平成 22 年９月

10 日） 

22 年度の「国家公務員の倫理の保持に関する状況及び倫理の

保持に関して講じた施策に関する報告」として平成 22 年９月

10 日、国会に報告した。 

20 

適切な労務管理の推進状況 

（各本府省等における職員団体

との交渉概要について、公表して

いる割合） 

100％ 

【22 年度】 

 

職員団体との交渉概要を公表する

ことによって、適正な労使関係が

構築されていることを明らかにす

ることができるため指標として設

定。 

17.6％ 64.3％（9府省等/14 府省等） 平成23年３月末現在、64.3％と目標には達していないものの、

公表に向けて準備中であるとした府省等が 35.7％（５府省）

という状況であり、近々の目標達成が見込まれる。 

職員の仕事と生活

の調和（ワーク・

ライフ・バランス）

を推進する 
21 

男性職員の育児休業等取得推進

のためのポスターやパンフレッ

ト、講演会の開催による啓発の着

実な実施 

男性職員の育児休業

等取得者数（延べ人

数）240 人以上 

【22 年度】 

男性職員等を対象とした啓発講演

会やパンフレット等を通して男性

職員の育児休業等の取得を促進す

ることは、仕事と生活の調和を実

現することにつながるため指標と

して設定。 

164 人（21 年度） （調査中） 男性職員の育児休業等取得者数については、本年秋以降に結

果を取りまとめる予定である。 

なお、全国４カ所で育児休業等取得経験のある男性職員によ

る講演会を開催するとともに、ポスター及びパンフレットを

配布した。講演会についてのアンケートを行ったところ、約

９割が参考になったとの回答があった。 

22 

国家公務員超勤縮減キャンペー

ンの着実な実施 

（給与法改正を受けた実効ある

超過勤務縮減の取組状況等） 

着実な実施 

【22 年度】 

10 月に国家公務員超勤縮減キャン

ペーン週間を実施し、幹部職員等

を始めとする職員一人一人の意識

向上や啓発講演会により各府省等

における超過勤務縮減の取組を推

進することは、労働時間の短縮、

ひいては仕事と生活の調和を実現

することにつながるため指標とし

て設定。 

超過勤務縮減キャンペーン

週間を実施（10 月１日～７

日） 

超過勤務縮減キャンペーン

週間を実施（10 月１日～７

日） 

22 年度の国家公務員超過勤務縮減キャンペーン週間として、

ポスター及びパンフレットの配布、啓発講演会の実施、幹部

職員の意識調査及び超過勤務縮減キャンペーン週間等におけ

る各府省等の取組状況の取りまとめを実施した。各府省等に

おいて、キャンペーン週間の周知とともに、給与法改正によ

る超過勤務手当支給割合の引上げの周知を含む超過勤務縮減

の取組を行い、職員の意識向上を図るよう、各府省等に依頼

した。 

23 

超勤月 60 時間超職員の代休取得

の推進状況 

着実な実施 

【22 年度】 

H22 年 4 月から導入した超勤代休

時間制度について、周知・徹底が

なされ制度の活用が推進されるこ

とは、労働時間の短縮、ひいては

仕事と生活の調和を実現すること

につながるため指標として設定。

─（22 年度から実施） 各府省等に通知（「平成 22

年度における人事管理運営

方針」） 

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法

律第 33 号）の改正により、平成 22 年４月１日から導入され

た超勤代休時間制度について、職員に対し十分に周知・徹底

を行い、制度の活用を図るよう、各府省等に通知した。 

職員の能力開発・

啓発を推進する 

 

24 

各種啓発事業の参加者に対し、コ

ストを意識した上での有効性等

についてアンケート調査を行い、

有効であるとする回答が参加者

全員の過半数となることを目標

とする。 

参加者の 50％超 

【22 年度】 

 

各種啓発事業は、全政府的観点に

立った人事管理施策の一環として

行われているものであり、これを

着実に行うことで政府職員として

の意識及び一体性が確保され、職

員の能力開発・啓発が推進される

ため指標として設定。 

なお、各府省等の人事当局にもア

ンケートを行い、当研修に対する

要望等についても把握する。 

各省幹部懇話会：92.7％（実

施回数:５回、参加者数:70

人、アンケート回答数:55

人） 

官民幹部合同セミナー：

92.9％（実施回数:２回、参

加者数:60 人、アンケート回

答数:52 人） 

官民交流セミナー：96.7％

（実施回数:２回、参加者

数:63 人、アンケート回答

各省幹部懇話会：100％（実

施回数:５回、参加者数:82

人、アンケート回答数:68

人） 

官民幹部合同セミナー：

97.7％（実施回数:２回、参

加者数:45 人、アンケート回

答数:44 人） 

官民交流セミナー：97.8％

（実施回数:２回、参加者

数:48 人、アンケート回答

左記の通り、平成 22 年度の全ての啓発事業終了後のアンケー

ト結果において、参加者の 50％超が啓発事業に参加して有効

であったと回答しており、目標を達成した。 



   

数:61 人） 

内閣重要政策研修：92.2％

（実施回数:２回、参加者

数:79 人、アンケート回答

数:77 人） 

管理職員プロフェッショナ

ルセミナー：100％（実施回

数:２回、参加者数:27 人、

アンケート回答数:27 人） 

新任管理者合同セミナー：

88.6％（実施回数:１回、参

加者数:341 人、アンケート

回答数:317 人） 

新任管理者基本セミナー：

77.9％（実施回数:12 回、参

加者数:855 人、アンケート

回答数:787 人） 

人事及び労務管理者啓発課

程：100％（実施回数:１回、

参加者数:16 人、アンケート

回答数:16 人） 

国家公務員合同初任研修

（人事院と共同で実施）：

91％（実施回数:１回、参加

者数:701 人、アンケート回

答数:658 人） 

数:48 人） 

内閣重要政策研修：98.8％

（実施回数:２回、参加者

数:92 人、アンケート回答

数:86 人） 

管理職員プロフェッショナ

ルセミナー：100％（実施回

数:２回、参加者数:24 人、

アンケート回答数:24 人） 

新任管理者合同セミナー：

97.7％（実施回数:１回、参

加者数:282 人、アンケート

回答数:268 人） 

新任管理者基本セミナー：

93.3％（実施回数:11 回、参

加者数:793 人、アンケート

回答数:753 人） 

人事及び労務管理者啓発課

程：100％（実施回数:１回、

参加者数:16 人、アンケート

回答数:16 人） 

国家公務員合同初任研修（人

事院と共同で実施）：90.5％

（実施回数:１回、参加者

数:686 人、アンケート回答

数:664 人） 

職員の福利厚生を

推進する 

25 

講演会等の参加者に対し、コスト

を意識した上での有効性につい

てアンケート調査を行い、有効で

あるとする回答が参加者全体の

過半数となることを目標とする。 

50％超 

【22 年度】 

 

職員の心身の健康を確保し、生き

がいある充実した生活の実現を図

ることは勤務能率の増進に資する

ものであること等から、能率増進

計画を、５年を目途に見直し、ま

た、これに基づき講演会等を行い、

参加者のメンタルヘルスへの理解

を深めること等が有効であるた

め、指標として設定。 

なお、講演会等については、参加

者が所属する各府省等の福利厚生

関係当局にもアンケートを行い、

当講演会等に対する要望等につい

ても把握する。 

―（22 年度から把握） 安全管理に関する啓発講演

会：91.8％（実施回数：１回、

参加者数：49 人、アンケー

ト回答数：49 人） 

健康管理に対する意識啓発

講演会：93.9％（実施回数：

１回、参加者数：66 人、ア

ンケート回答数：65 人） 

メンタルヘルスセミナー：

93.5％（実施回数：全国５箇

所で各１回実施、参加者数：

279 人、アンケート回答数：

276 人） 

カウンセラー講習会：97.7％

（実施回数：全国４箇所で各

１回実施、参加者数：131 人、

アンケート回答数：129 人） 

各府省等の担当者等に対する健康管理、安全管理の講演会、

各府省等のカウンセラーに対する講習会や管理監督者に対す

るメンタルヘルスセミナーを実施し、終了後、それぞれの参

加者に対して実施内容等に対する意見等を把握した結果、参

考になったとの評価が、開催した全ての講演会等において

50％を超えており、目標を達成した。 

26 

健康管理者設置機関（本府省等、

出先機関等を単位）において、管

理監督者に対する研修等を通じ

たメンタルヘルスに関する意識

の徹底を行っている割合 

90％以上 

【22 年度】 

 

82.7％ 83.4 ％ 能率増進計画に基づき、各府省等が管理監督者に対するメン

タルヘルスに関する意識の徹底を行っている割合は、22 年度

で 90％以上に至らなかった。これは、管理監督者の業務多忙

や遠隔地官署勤務等のため、管理監督者に対するメンタルヘ

ルスに関する研修等を実施できない官署がまだ相当数あるこ

とが原因と思われる。このため、当局にて各府省等の管理監

督者（特に新任管理者）に対するｅ-ラーニング講習を実施し、

メンタルヘルスに関する意識の徹底を図ることとする。また、

各府省等の福利厚生関係当局に対して講演会等に対する要望



   

等を照会し、東日本大震災に伴う職員のメンタルヘルスケア

に係る講演会等の開催要望があることを把握した。 

27 

能率増進計画（国家公務員福利厚

生基本計画）の見直しの実施 

着実な実施 

【22 年度】 

─ 能率増進計画の見直しを行

った（平成 23 年４月６日付

けで改定）。 

「福利厚生施策の在り方に関する研究会報告書」（平成 22 年

６月）の提言を踏まえ、メンタルヘルス対策の充実・強化、

ワーク・ライフ・バランスへの対応、レクリエーション活動

の見直しなどを内容とする能率増進計画の見直しを行った。

（平成 23 年４月６日付けで改定） 

※３、11、12、13、14、19、22、23 及び 27 の指標等は、平成 22 年度目標設定表においては目標（値）等を設定していないため、平成 23 年度目標設定表を参考に評価を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

達成手段 
22 年度 

予算額 

23 年度 

予算額 

関連する 

指標 
達成手段の概要及び施策目標との関連性 

1 人事管理推進事業 163 百万円 138 百万円 １～27 

国家公務員制度の企画・立案及び人事管理に関する総合調整等を行うため、能力・実績を重視した人事制度の推進、公務部

門における高齢者雇用の推進、多様な人材の確保の推進等に資する調査研究や講習会等を実施していることから、施策目標

の全てに関連する。 

政策全体の 

総括的な評価 

 各種施策の目標の達成状況について、国家公務員制度に関する制度の適切な運営・改善に向け、前進しているものと評価できる。 

 また、あらかじめ目標値を設定した施策のうち、目標として掲げる水準に達したものについては、着実な成果をあげている。他方、目標として掲げる水準に達しなかったものについても、大半が前年度と比較して

数値が増加しているので、更に改善を図り、施策を推進していく必要がある。 

関係する施政方針演

説等内閣の重要政策

（主なもの） 

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋） 

採用昇任等基本方針（閣議決定） 平成 21 年 3 月 3日 ※全般的に関係 

公務員の給与改定に関する取扱いについて（閣議

決定） 
平成 22 年 11 月１日 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、去る８月 10 日の人事院勧告どおり改定を行うものとする。

第174回国会における菅内閣総理大臣所信表明演

説 
平成 22 年６月 11 日 

第一の政策課題は、昨年の政権交代から始めた改革の続行です。鳩山前内閣は、「戦後行政の大掃除」として、それまでの政権が成し得なか

った事業仕分けや国家公務員制度改革に果敢に挑みました。しかし、道半ばです。新内閣は、国民に約束した改革を続行し、貫徹させなけ

ればなりません。改革には反発や抵抗がつきものです。気を緩めれば改革は骨抜きになり、逆行しかねません。時計の針を決して戻すこと

なく、政治主導によって改革を推し進めます。（中略） 

行政組織や国家公務員制度の見直しにも引き続き取り組みます。省庁の縦割りを排除し、行政の機能向上を図るとともに、国家公務員の天

下り禁止などの取組も本格化させます。 

第 176回国会における菅内閣総理大臣所信表明演

説 
平成 22 年 10 月１日 

歳出見直しは、単に切り詰めることが目的ではありません。行政が利用者の視点に立ってサービスを提供し、より効率的に奉仕する体制に

することが重要です。公務員制度改革も、この目標を共有しています。国家公務員の総人件費の二割削減と併せ、一体的に取り組んでいき

ます。また、国の出先機関の統廃合を含め、各府省の機構や定員をスリムにします。公務員諸君に改めてお願いします。行政のプロとして

の皆さんの心構えが問われています。 

第 177回国会における菅内閣総理大臣施政方針演

説 
平成 23 年１月 24 日 公務員制度改革や国家公務員の人件費二割削減、天下りや無駄の温床となってきた独立行政法人や公益法人の改革にも取り組みます。 

退職管理基本方針（閣議決定） 平成 22 年６月 22 日 ※全般的に関係 

平成 22 年度における人事管理運営方針（総務大

臣決定） 
平成 22 年６月 22 日 ※全般的に関係 

学識経験を有する者

の知見の活用 

本評価書について、専修大学法学部藤田由紀子教授に御覧頂き（平成 23 年７月 25 日）、「講習会等の実施については、アンケートによる満足度調査と併せて、実施回数や参加者数などの客観的なデータを記載する

ことで、多面的な評価が可能となるのではないか。」との御意見を頂き、本評価書に反映させた。 

その他、以下のとおり御意見を頂いた。 

・ 人事・恩給局の施策は、定量的な指標を取ることが難しい分野であると感じた。 

・ 実数で示されている項目についても、できるだけ比率でも示した方が分かりやすい。 

・ 複数の施策の関連に留意しながら広い視野で評価を行っていくことも検討されたい。例えば、女性公務員の採用・登用に関する数値目標は、あくまで男女共同参画という政策目的の達成度を測定する指標に過ぎ

ないので、その数値を重視するよりも、女性公務員の採用・登用の拡大に寄与する可能性があるワーク・ライフ・バランスの推進や男性職員の育休取得の促進等と関連させながら評価していくことなどが有用では

ないか。 

・ 評価内容の充実と職員の評価事務負担とのバランスを勘案しながら、評価方法の見直し・変更も柔軟に行っていくべきである。事務負担の大きい評価を隔年で行うか、事務負担を減らして毎年行うかという選択

や、毎年度全施策を網羅的に評価するか、各年度の評価対象施策を限定させ、数年かけて全施策を評価するかという選択など、様々な方法が検討されて良いのではないか。 

・ 国民に対する発信という側面を重視するならば、公表の際に、評価書の掲載だけでは分かりにくい部分もあるので、適宜解説を加えるなどの配慮も必要なのではないか。 

また、平成 23 年９月、立教大学法学部原田久教授から、施策目標の達成度合いの判定方法、基準について明確化する必要があるとの御意見を頂き、次年度以降の目標設定表、評価書等の検討に活用することとした。



   

 

 

政策評価を行う過程

において使用した 

資料その他の情報 

・採用昇任等基本方針に基づく任用の状況（平成 22 年 12 月 10 日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_01000007.html 

・官民人事交流に関する年次報告（平成 23 年３月 23 日 人事院） 

 http://www.jinji.go.jp/kisya/1103/kanmin22.htm 

・女性国家公務員の採用・登用の拡大状況等のフォローアップの実施結果」（平成 22 年７月 13 日 総務省・人事院） 

 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02jinji02_02000046.html 

・一般職の国家公務員の育児休業等実態調査及び仕事と育児の両立支援のための休暇制度の使用実態調査結果（平成 22 年９月 30 日 人事院） 

http://www.jinji.go.jp/kisya/1009/ikukyu22.pdf 

・「平成 22 年度民間企業における退職給付制度の実態に関する調査報告書」（作成者：アビームコンサルティング株式会社 作成時期：平成 22 年 対象期間：平成 17 年～平成 22 年） 

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/minkan_taisyokukyufu22.html 

・「退職手当の支給状況（平成 21 年度退職者）」（作成者：総務省人事・恩給局 作成時期：平成 22 年 対象期間：平成 21 年度） 

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/pdf/sikyu_jokyo21.pdf 

 



   

 

平成２３年度目標設定表 

分野 行政改革・行政運営 担当部局 

課室名 
人事・恩給局総務課他３課室 

政策名 政策１：国家公務員の人事管理の推進  

基本目標 的確な人事管理を推進し、公務員が能力を発揮できる環境を整備すると共に、国家公務員制度改革を推進することにより、国民の信頼を確保しつつ、質の高い行政サービスを実現する。 

政策の概要 
能力及び実績主義に基づく人事管理の徹底、多様な人材の確保と活用、国家公務員給与等の改定及び退職手当制度の適正な運用、職員の再就職に関する情報公開等適正な退職管理の推進及び職員の高齢化への対応等の取組を通

じて的確な人事管理を推進する。また、公務員が能力を発揮できる環境を整備するため、職員の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進、職員の能力開発・啓発の推進等の取組を行う。 

施策目標 
施策目標の 

達成度を測る指標 

 指標の設定に 

ついての考え方 

（施策目標との因果関係） 

指標の状況 

目標(値) 

【目標年度】 
22 年度現在 

能力及び実績に基づく

人事管理を徹底する 

評価者となる職員のうち、次のいずれかの方法を実

施した割合 

・評価者講座の参加 

・評価者講座自己学習ソフトによる学習 

 

80％以上 

【23 年度】 

 

 

 

 

 

評価者講座については、前年度と比べ、回数を増やし、受講者の増加を図る

ほか、新たに自己学習用ソフトを作成するなど、評価者が受講しやすい環境

を整えることによりさらなる人事評価の周知・徹底が図られ、能力・実績主

義の人事管理の徹底につながるため指標として設定。 

評価者の 77％（アンケート回答数：4,338 人）

（22 年度） 

採用昇任等基本方針に基づく任用の推進と実施状況

のフォローアップ 

 

 

毎年度実施 

【23 年度】 

採用昇任等基本方針に基づく任用の状況について年度ごとにフォローアップ

を実施・公表することにより、採用年次及び採用試験の種類にとらわれない、

能力・実績主義の人事管理の徹底につながるため指標として設定。 

平成 22 年 12 月 10 日に平成 21 年度の任用の

状況にかかるフォローアップの結果を公表。

 

多様な人材を確保し活

用する 

知的障害者等が一般雇用に向けて経験を積むための

「チャレンジ雇用」の推進状況 

各府省等において２名以上 

【23 年度】 

 

 

チャレンジ雇用が推進されることにより、各府省等において社会的要請も含

めた多様な人材の確保及び活用が図られるため指標として設定。 

２名以上の府省等が２府省等 

（平成 22 年４月１日現在） 

 

各種人事交流の推進と実施状況のフォローアップ 

 

 

 

 

 

 

 

毎年度実施 

【23 年度】 

 

 

 

 

 

 

各種人事交流を推進し、その状況についてフォローアップすることにより、

相互理解、人材の育成、多様で有為な人材の確保等につながるため指標とし

て設定。 

各種人事交流の状況については、下記のとお

りフォローアップの結果を公表。 

（府省間人事交流の実施状況） 

平成 22 年８月 13 日公表 

（国と地方公共団体との間の人事交流状況）

平成 23 年１月 21 日公表 

（民間から国への職員の受入状況） 

平成 23 年２月 10 日公表 

国家公務員給与等の改

定及び退職手当制度の

適正な運用を行う 

一般職給与法及び特別職給与法の改正の状況 

 

「公務員の給与改定に関する取扱

いについて」(平成 22 年 11 月 1 日

閣議決定)を踏まえ、国家公務員人

件費を削減するための法案を平成

23 年通常国会に提出。 

【23 年度】 

 

 

一般職給与法及び特別職給与法でその給与が規定されている国家公務員につ

いては、給与の改定に当たって、これらの法律の改正等を行う必要があるた

め指標として設定。 

なお、左記閣議決定を踏まえ提出する法案は、現在の人事院勧告制度の下で

は極めて異例の措置となることから、職員団体と誠意をもって話し合い、で

きる限り理解が得られるよう努力する必要がある。 

8 月 10 日 人事院勧告、第１回給与関係閣僚

会議開催 

11 月 1 日 第２回給与関係閣僚会議開催、給

与改定取扱方針及び給与法改正法案閣議決定

11 月 26 日 給与法改正法案成立 

 

参考資料 ２ 



   

 

民間企業の退職金の状況等を参考とした退職手当制

度の見直しに係る検討の着実な実施 

退職手当の支給水準は、従来から５

～６年ごとに実施する退職給付の

官民比較調査を基に設定してきた

ところであり、関係府省等と必要な

調整を行った上で、早期に調査を実

施。調査結果を踏まえて、適切な支

給水準の実現に向けて検討を行う。

【23 年度】 

 

国家公務員の退職手当制度の在り方や支給水準については、民間企業の状況

等を参考として、必要な見直しに係る検討を実施する必要があるため指標と

して設定。 

 

 

「退職手当の支給状況（平成 21 年度退職

者）」、「平成 22 年度民間企業における退職

給付制度の実態に関する調査」を実施。 

職員の再就職に関する

情報公開等適正な退職

管理を推進するととも

に、職員の高齢化に対

応する（定年まで勤務

できる環境の整備、定

年延長等による雇用と

年金の接続、職員の意

識改革の推進） 

国家公務員法に基づく再就職情報の閣議報告及び公

表の着実な実施 

 

閣議報告及び公表の着実な実施 

【23 年度】 

 

適正な退職管理を推進する上で職員の再就職に関する情報公開が重要である

ところ、国家公務員法において、再就職情報の内閣一元管理・公表の実施が

規定されていることから、指標として設定。 

また、同様に、特殊法人等整理合理化計画(平成 13 年 12 月 19 日閣議決定)、

公務員制度改革大綱(平成 13 年 12 月 25 日閣議決定)等において、独立行政法

人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表の実施が定められている

ことから、指標として設定。 

・平成 22 年６月 22 日（同年１月１日～３月

31 日分）、同年９月３日（同年４月１日～６

月 30 日分）、同年 12 月 24 日（同年７月１日

～９月 30 日分）、平成 23 年３月 29 日（平成

22 年 10 月１日～12 月 31 日分）にそれぞれ閣

議報告し、公表。 

・平成 21 年度分を平成 22 年９月３日に公表。

独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の

状況の公表の着実な実施 

公表の着実な実施 

【23 年度】 

 

平成 22 年 12 月 24 日に、平成 22 年度におけ

る独立行政法人等の役員に就いている退職公

務員等の状況を公表。 

再任用職員数 

 

4,000 人超 

【23 年度】 

 

職員の高齢化に対応する上で、定年まで勤務できる環境の整備や、雇用と年

金の接続の重要性に留意することが重要であるところ、退職管理基本方針に

おいて、雇用と年金の接続の重要性に鑑み再任用制度の活用が掲げられてい

ることから、指標として設定。 

また、職員が自ら退職後の新しい生活に備え生活設計を行っていくことが重

要であるところ、その支援を行い、高齢期の職員の意識改革の推進を図る方

策として退職準備プログラムの実施が挙げられる。これを推進していくため、

退職準備プログラム等担当者等講習会における、コストを意識した上での有

効性等に関するアンケート調査結果を指標として設定。 

3,835 人（平成 22 年度(平成 22 年度における

予定数)） 

 

人事・恩給局による退職準備プログラム等担当者等

講習会の参加者に対するアンケート調査結果（有効

であると回答した者の割合） 

 

参加者の 85％超 

【23 年度】 

 

参加者の 85％（実施回数：全国 11 箇所で各

１回実施、参加者数：800 人、アンケート回

収数：694 人） 

（22 年度） 

職員の仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・

バランス）を推進する 

 

 

男性職員の育児休業等の取得者数 240 人以上（延べ人数、21 年度比３

割増） 

【23 年度】 

男性職員等を対象とした啓発講演会やパンフレット等を通して男性職員の育

児休業等の取得を促進することは、仕事と生活の調和を実現することにつな

がるため指標として設定。 

175 人 

（21 年度） 

職員の能力開発・啓発

を推進する 

各種啓発事業の参加者に対するアンケート調査結果

（有効であると回答した者の割合） 

 

各事業とも昨年度超 

【23 年度】 

各種啓発事業は、全政府的観点に立った人事管理施策の一環として行われて

いるものであり、これを着実に行うことで政府職員としての意識及び一体性

が確保され、職員の能力開発・啓発が推進されるため指標として設定。 

なお、各種啓発事業は、昨年度のアンケート調査の結果、高い満足度が得ら

れている。引き続き、参加者に対し、コストを意識した上での有効性等につ

いてアンケート調査を行い、改善すべき点等といった意見を聴取することで、

より効果的な事業への見直しを行っていく。 

各省幹部懇話会：100％（実施回数:５回、参

加者数:82 人、アンケート回答数:68 人） 

官民幹部合同セミナー：97.7％（実施回数:

２回、参加者数:45 人、アンケート回答数:44

人） 

官民交流セミナー：97.8％（実施回数:２回、

参加者数:48 人、アンケート回答数:48 人） 

内閣重要政策研修：98.8％（実施回数:２回、

参加者数:92 人、アンケート回答数:86 人） 

管理職員プロフェッショナルセミナー：100％

（実施回数:２回、参加者数:24 人、アンケー



   

 

ト回答数:24 人） 

新任管理者合同セミナー:97.7％（実施回数:

１回、参加者数:282人、アンケート回答数:268

人） 

新任管理者基本セミナー：93.3％（実施回

数:11 回、参加者数:793 人、アンケート回答

数:753 人） 

人事及び労務管理者啓発課程 100％（実施回

数:１回、参加者数:16 人、アンケート回答

数:16 人） 

国家公務員合同初任研修（人事院と共同で実

施）：90.5％（実施回数:１回、参加者数:686

人、アンケート回答数:664 人） 

職員の心の健康づくり

を推進する（自殺防止

対策を含む） 

 

各府省等の管理監督職員やカウンセラーを対象とす

る心の健康づくりのための講習会等の着実な実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種講習会等の受講者数 

（5,000 名以上） 

各種講習会等の受講者に対するア

ンケート調査結果 

（有効であると回答した者の割

合：80％） 

【23 年度】 

 

各府省等の管理監督職員やカウンセラーが、職員の心の健康づくり（自殺防

止対策を含む）を有効に推進できるよう、受講者のニーズに合致した講演会、

講習会、e-ラーニング等を幅広く実施する必要があるため指標として設定。 

・健康管理に対する意識啓発講演会 

・メンタルヘルスセミナー 

・カウンセラー講習会 

・ｅ-ラーニングによるメンタルヘルス講習の

実施 

（受講者数約 4,800 名、有効であると回答し

た者の割合：62％～97.7％） 

 

メンタルヘルス・シートの改訂 メンタルヘルス・シートの改訂 

【23 年度】 

近年のメンタルヘルス不調者の多様化に対応するため、メンタルヘルス・シ

ートの改訂を行う必要があるため指標として設定。 

 

 

平成 11 年度に改訂。 

各府省等における職員の心の健康づくり（自殺防止

対策を含む）施策実施状況把握 

着実な把握及び把握結果を踏まえ

た総務省実施施策の見直し 

【23 年度】 

 

政府全体を通じた職員の心の健康づくり（自殺防止対策を含む）の一層有効

な推進を図るため、各府省等が独自に行っている自殺防止対策等の実施状況

を把握する必要があるため指標として設定。 

― 

 



行政分野

政策１ 国家公務員の人事管理の推進

政策２ 適正な行政管理の実施

政策３ 行政評価等による行政制度・運営の改善

政策４ 地域主権型社会の確立に向けた地方行政体制整備等

政策５ 地域力創造

政策６ 地域主権型社会の確立に向けた地方財源の確保と地方財政の健全化

政策７ 地域主権型社会を担う地方税制度の構築

選挙制度等 政策８ 選挙制度等の適切な運用

電子政府・
電子自治体

政策９ 電子政府・電子自治体の推進

政策１０ 情報通信技術の研究開発・標準化の推進

政策１１ 情報通信技術高度利活用の推進

政策１２ ユビキタスネットワークの整備

政策１３ 情報通信技術利用環境の整備

政策１４ 電波利用料財源電波監視等の実施

政策１５ ＩＣＴ分野における国際戦略の推進

郵政行政 政策１６ 郵政行政の推進

政策１７ 一般戦災死没者追悼等の事業の推進

政策１８ 恩給行政の推進

政策１９ 公的統計の体系的な整備・提供

政策２０ 消防防災体制の充実強化

国民生活と
安心・安全

主要な政策に係る評価（一覧）

行政改革・
行政運営

地方行財政

情報通信
（ＩＣＴ政策）

主要な政策

参考資料 ３




